
������ �������	
������

食改さん（ヘルスメイト）とは？�
 地域の人と一緒に「食」について勉強し、健康づくりのボランティアとして活躍している方々

です。“食改さん”または“食生活改善推進員”と呼ばれています。�

食改さんになるためには？�
　食生活改善推進員になるには、西原町が開催する「食生活改善推進員養成講座」に参加し、食

生活改善や健康づくりに関する講習を受けることが必要です。その教室で修了証を得て、自らの

意志でヘルスメイト会員となり、ボランティア活動を行っていきます。�

食改養成講座を受けてみたい！　詳細はどうなっているの？�

【対 象 者】・町内在住者で、食生活や地域の健康づくり活動に関心のある方�

・受講後に、町民と行政とのパイプ役となり、かつ地域で「食生活改善推進員」

としてボランティア活動のできる方�

【受講期間】平成25年７月～11月（全11回、若干の日程の変更あり）�

【受講時間】14：00～16：30�

【募集期間】平成25年5月～6月�

【応募方法】福祉部健康推進課へ電話、または窓口に直接お越しください。�

男性のみなさんの�ご応募も、�お待ちしています!!

お問い合わせ　福祉部健康推進課　保健予防係　　945－4791　(内線158)お問い合わせ　福祉部健康推進課　保健予防係　　945－4791　(内線158)
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災害時要援護者台帳に登録しましょう！�災害時要援護者台帳に登録しましょう！�災害時要援護者台帳に登録しましょう！�

みんなで�
受けよう！�
みんなで�
受けよう！�

全国で風しんが増加しています�全国で風しんが増加しています�

児童館からの贈りもの�児童館からの贈りもの�ぶじカエルく
ん�

６月は環境月間です！�６月は環境月間です！�

まちの財政事情�
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領収書の申請期限、大丈夫ですか？�お子さ
んの�

医療費
�領収書の申請期限、大丈夫ですか？�

６月10日（月）は、児童手当の振込日です！�６月10日（月）は、児童手当の振込日です！�

６ ４
６ 10 『歯と口の健康週間』です！�『歯と口の健康週間』です！�

子どもの急な発熱！でも仕事を休めない…。� 病後児保育事業�

登録申請 安心

☆実施施設�
　医療法人ひまわり会�
　太田小児科医院�
　西原町字小橋川164番地の2�
　電話　946-5081
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領収書の申請期限、大丈夫ですか？�お子さ
んの�

医療費
�領収書の申請期限、大丈夫ですか？�

６月10日（月）は、児童手当の振込日です！�６月10日（月）は、児童手当の振込日です！�

６ ４
６ 10 『歯と口の健康週間』です！�『歯と口の健康週間』です！�

子どもの急な発熱！でも仕事を休めない…。�子どもの急な発熱！でも仕事を休めない…。� 病後児保育事業�病後児保育事業�

登録申請 安心登録申請を行っておくと安心です！�
そんな時のために�

領収書の申請期限、大丈夫ですか？�お子さ
んの�

医療費
�領収書の申請期限、大丈夫ですか？�

６月10日（月）は、児童手当の振込日です！�６月10日（月）は、児童手当の振込日です！�

６ ４
６ 10 『歯と口の健康週間』です！�『歯と口の健康週間』です！�

子どもの急な発熱！でも仕事を休めない…。� 病後児保育事業�

登録申請 安心

さいしょに�
福祉部福祉課の窓口で�

登録の申請�
5/1�
登録�

つぎに�
太田小児科医院で�
利用の申請�

5/2�
利用�
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